
京都市域地域医療構想調整会議の進め方について 

 

【目 的】 

  平成 29 年 3 月には「京都府地域包括ケア構想」を、平成 30 年３月には地域

包括ケア構想等を踏まえ具体的施策等を記載した「保健医療計画」を策定 

  今年度は、これら計画を踏まえ、各関係機関、団体等とより連携を図り、目標

達成に向け取組を図る。 

 

【調整会議の進め方(案)】 

 京都市域を除く各地域医療構想調整会議においては、全病院等が会議等に参画し、

意見交換を実施している。 

一方、京都市内においては、対象施設が多いため、全病院等が一同に参集するこ

とが難しいことから、地域の実情を考慮したブロックに分け、より多くの病院等の

参画が得られるよう進める。 

 

概 要 備 考 

〇 「救急病院群輪番編成表」の４ブロックを参考に、全病院等参加

の組織を立ち上げ議論を進める。 

 

〇 協議内容により全体会とブロック会議に分け議論を進める。 

  ・全体会⇒ブロック会議の状況把握、ブロックを越えた調整等 

  ・ブロック会議⇒疾病別医療需要の実状を踏まえた病院機能、在

宅医療、介護サービスの連携等 

 

（参考） 

区 分 対 象 数 

病院数（精神科単科を除く） 97施設（うち、在支病：15施設） 

診療所数 1,665施設（うち、在支診：205施設） 

訪問看護ＳＴ数 168事業所 

地区医師会数 13地区 

 

 

 

 


